
公 示

タクシーの所属営業所の所在地の地名の略称について

タクシー業務適正化特別措置法第４５条及び同法施行規則第２９条の規定に基づく所

属営業所の所在地の地名の略称を下記のとおり改めたので公示する。

平成１９年１１月３０日

関 東 運 輸 局 長 安 原 敬 裕

記

タクシー業務適正化特別措置法で定める指定地域内の営業所に配置するタクシーにつ

いては、次のとおりとする。

東京都特別区（地方自治法第２８１条に規定する「都の区」）に所在する所属営業所

にあっては、所在する区名（「区」の文字は省略することができる。）、

武蔵野市及び三鷹市に所在する所属営業所にあっては、所在する市町村名（「市」、「町」

又は「村」の文字は省略することができる。）とする。

附則 １．本公示は、平成１９年１２月３日から適用する。

２．平成２０年３月３１日までは、従前の取扱いによることができる。


